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(57)【要約】
【課題】窓枠取付材において、その剛性及び強度を十分
な大きさに確保しながら、コストを低減する。
【解決手段】開き形式のサッシ窓のステーに用いられる
、離間する平行壁部２Ｕ，２Ｌの両端縁を連結壁部２Ｒ
により連結した形状の、平行壁部２Ｕ，２Ｌによりアー
ムの基端部を挟んで支持する、障子が開く方向に向かっ
て開口する断面略コ字状の窓枠取付材２であって、平行
壁部２Ｕ，２Ｌの一方の平行壁部の開き側端縁の凹形状
１１Ｃ，１２Ｃ，１３Ｃに対応させて、該凹形状１１Ｃ
，１２Ｃ，１３Ｃの位置に対して前記平行壁部に略垂直
な方向に位置する他方の平行壁部の開き側端縁の形状を
凸形状１１Ｐ，１２Ｐ，１３Ｐとした。前記凹凸形状に
より窓枠取付材２の窓枠に沿う方向の剛性及び強度のバ
ランスを取ることができ、窓枠取付材に必要な剛性及び
強度を効率的に確保しながら、材料の使用量を削減する
ことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開き形式のサッシ窓のステーに用いられる、離間する平行壁部の両端縁を連結壁部によ
り連結した形状の、前記平行壁部によりアームの基端部を挟んで支持する、障子が開く方
向に向かって開口する断面略コ字状の窓枠取付材であって、
　前記平行壁部の一方の平行壁部の開き側端縁の凹形状に対応させて、該凹形状の位置に
対して前記平行壁部に略垂直な方向に位置する他方の平行壁部の開き側端縁の形状を凸形
状としてなる窓ステー用窓枠取付材。
【請求項２】
　前記平行壁部及び連結壁部が同一平面上に位置するように前記窓枠取付材を展開した展
開状態の複数の窓枠取付材を同一平面上に並設した状態で、前記凹凸形状を、前記凹形状
内に前記凸形状が入る形状としてなる請求項１記載の窓ステー用窓枠取付材。
【請求項３】
　請求項２記載の前記展開状態の窓枠取付材の複数を、前記凹形状内に前記凸形状が入る
ように並設した形状のものを、プレス加工が行える範囲で近接させた配置とした材料取り
を行い、このように材料取りした板状素材を順送りしながら複数のプレス加工を順次行い
、該順送りプレス加工により前記展開状態の形状に打ち抜いた加工品に曲げ加工を行うこ
とにより断面略コ字状の窓枠取付材を製作してなる窓ステー用窓枠取付材の製造方法。
【請求項４】
　前記窓枠取付材の横幅と前記板状素材の横幅とを同一としてなる請求項３記載の窓ステ
ー用窓枠取付材の製造方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開き形式のサッシ窓のステーに用いられる窓枠取付材及びその製造方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　縦すべり出し窓、横すべり出し窓、内倒し窓及び外倒し窓等の開き形式のサッシ窓のス
テーに用いられる窓枠取付材（フレーム取付板、固定部材）として、ステンレス鋼製の長
尺状一枚板であるもの（例えば、特許文献１参照。）、ステンレス鋼製のコ字状部材であ
るもの（例えば、特許文献２参照。）等がある。
【０００３】
【特許文献１】特許第３１７２３４８号公報（図１、図９）
【特許文献２】特許第３８０３８４９号公報（図１－３、図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のような板状の窓枠取付材は、その製作が比較的容易である反面、障子を開
いた際に最も負荷がかかる窓ステーのアーム基端部の支持剛性を十分な大きさにしにくい
構成であるため、前記アームがその基端部から傾いて障子が垂れ下がる等の不都合が生じ
る場合がある。
　これに対して特許文献２のようなコ字状の窓枠取付材は、前記アーム基端部がコ字状部
材の上下水平壁部分により挟まれているため、前記支持剛性を十分な大きさにしやすい構
成である反面、比較的高価なステンレス鋼の使用量が多いため、その分のコストが増大し
ている。
【０００５】
　そこで本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、特許文献２のような断
面略コ字状の窓枠取付材において、その剛性及び強度を十分な大きさに確保しながら、コ
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ストを低減することができる、窓ステー用窓枠取付材及びその製造方法を提供する点にあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る窓ステー用窓枠取付材は、前記課題解決のために、開き形式のサッシ窓の
ステーに用いられる、離間する平行壁部の両端縁を連結壁部により連結した形状の、前記
平行壁部によりアームの基端部を挟んで支持する、障子が開く方向に向かって開口する断
面略コ字状の窓枠取付材であって、前記平行壁部の一方の平行壁部の開き側端縁の凹形状
に対応させて、該凹形状の位置に対して前記平行壁部に略垂直な方向に位置する他方の平
行壁部の開き側端縁の形状を凸形状としてなるものである。
【０００７】
　ここで、前記平行壁部及び連結壁部が同一平面上に位置するように前記窓枠取付材を展
開した展開状態の複数の窓枠取付材を同一平面上に並設した状態で、前記凹凸形状を、前
記凹形状内に前記凸形状が入る形状としてなると好ましい。
【０００８】
　また、本発明に係る窓ステー用窓枠取付材の製造方法は、前記課題解決のために、前記
展開状態の窓枠取付材の複数を、前記凹形状内に前記凸形状が入るように並設した形状の
ものを、プレス加工が行える範囲で近接させた配置とした材料取りを行い、このように材
料取りした板状素材を順送りしながら複数のプレス加工を順次行い、該順送りプレス加工
により前記展開状態の形状に打ち抜いた加工品に曲げ加工を行うことにより断面略コ字状
の窓枠取付材を製作してなるものである。
【０００９】
　ここで、前記窓枠取付材の横幅と前記板状素材の横幅とを同一としてなると好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る窓ステー用窓枠取付材によれば、開き形式のサッシ窓のステーに用いられ
る、離間する平行壁部の両端縁を連結壁部により連結した形状の、前記平行壁部によりア
ームの基端部を挟んで支持する、障子が開く方向に向かって開口する断面略コ字状の窓枠
取付材であって、前記平行壁部の一方の平行壁部の開き側端縁の凹形状に対応させて、該
凹形状の位置に対して前記平行壁部に略垂直な方向に位置する他方の平行壁部の開き側端
縁の形状を凸形状としてなるので、アームの基端部が平行壁部により挟まれているため、
窓ステーのアーム基端部の支持剛性を十分な大きさとして、アームがその基端部から傾い
て障子が垂れ下がる等の不都合が生じないようにすることができる。
　その上、一方の平行壁部の開き側端縁の凹形状に対応させて、該凹形状の位置に対して
平行壁部に略垂直な方向に位置する他方の平行壁部の開き側端縁の形状を凸形状としてい
ることから、凹形状としたことによる剛性及び強度の低下を、該凹形状に対応させて形成
した凸形状の部分が補強するように作用し、断面略コ字状の窓枠取付材の窓枠に沿う方向
の剛性及び強度のバランスを取ることができる。
　よって、断面略コ字状の窓枠取付材に必要な剛性及び強度を効率的に確保しながら、材
料の使用量を削減することができるため、コストを低減することができる。
【００１１】
　また、前記平行壁部及び連結壁部が同一平面上に位置するように前記窓枠取付材を展開
した展開状態の複数の窓枠取付材を同一平面上に並設した状態で、前記凹凸形状を、前記
凹形状内に前記凸形状が入る形状としてなると、前記効果に加え、凹形状内に凸形状が入
る形状としたことから、窓枠取付材をプレス加工により製作する際の材料取りの効率が高
くなり、無駄になる材料の量を減少させることができるため、材料費の節約よりコストを
さらに低減することができる。
【００１２】
　本発明に係る窓ステー用窓枠取付材の製造方法によれば、前記展開状態の窓枠取付材の
複数を、前記凹形状内に前記凸形状が入るように並設した形状のものを、プレス加工が行
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える範囲で近接させた配置とした材料取りを行い、このように材料取りした板状素材を順
送りしながら複数のプレス加工を順次行い、該順送りプレス加工により前記展開状態の形
状に打ち抜いた加工品に曲げ加工を行うことにより断面略コ字状の窓枠取付材を製作して
なるので、順送りプレス加工により窓枠取付材を板状素材から連続して効率的に生産する
ことができるため、コストを低減することができるとともに、凹形状内に凸形状が入るよ
うに、かつ、プレス加工が行える範囲で近接させた配置とした材料取りを行うことから、
順送りプレス加工を行う際の材料取りの効率が高くなり、無駄になる材料の量を減少させ
ることができるため、材料費の節約によりコストを低減することができる。
【００１３】
　また、前記窓枠取付材の横幅と前記板状素材の横幅とを同一としてなると、前記効果に
加え、窓枠取付材の左右端縁をプレス加工により切断して形成する必要がなくなるととも
に、板状素材の幅を小さくすることができるため、順送りプレス加工の効率化及び材料費
の節約によりコストをさらに低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に本発明の実施の形態を添付図面に基づき詳細に説明するが、本発明は、添付図面に
示された形態に限定されず特許請求の範囲に記載の要件を満たす実施形態の全てを含むも
のである。
　なお、本明細書において、窓ステー１については、室内側（図１中のＩＤ参照。）から
室外側（図１中のＯＤ参照。）へ向かう方向の前側を前、後側を後とし、左右は前方に向
かっていうものとし、プレス加工用板状素材Ｂについては、順送りプレス工程における送
り方向（図３中の矢印Ｆ参照。）へ向かう方向の前側を前、後側を後とし、左右は前方に
向かっていうものとする。
【００１５】
　図１は本発明の実施の形態に係る窓枠取付材２を用いた窓ステー１の斜視図、図２（ａ
）は窓枠取付材２単体を上方から見た斜視図、図２（ｂ）は窓枠取付材２単体を下方から
見た斜視図、図３は板状素材Ｂにおける窓枠取付材２の材料取り例を示す平面図、図４は
プレス加工によりその外形が板状素材Ｂから切り離された状態の窓枠取付材２を示す斜視
図である。
【００１６】
　先ず、本発明の実施の形態に係る窓枠取付材２を用いた窓ステー１の全体構成について
説明する。
　図１に示す窓ステー１は、例えば縦すべり出し窓に使用する下側の窓ステーを示してお
り、該窓ステー１は、図示しない窓枠の下横枠に取り付けられ、左右方向に長く前方（屋
外側ＯＤ、障子が開く方向）に開口するコ字状開口部２Ａを有する断面略コ字状の窓枠取
付材２、窓枠取付材２のコ字状開口部２Ａ内に装着されるガイド部材３、一端部４ａが窓
枠取付材２の一端部２ａ，２ｂに枢着された短アーム４、一端部５ａが短アーム４の他端
部４ｂに枢着され、図示しない障子の下横框に取り付けられる障子取付板５、及び、一端
部６ａが障子取付板５の一端部５ａと他端部５ｅとの間（５ｂ）に枢着され、他端部６ｂ
が窓枠取付材２の他端部２ｃ，２ｄに枢着された長アーム６からなる平面四節リンク機構
により構成される。
【００１７】
　ここで、窓枠取付材２は、後述するプレス加工により製作される、例えばステンレス鋼
製であり、コ字状開口部２Ａには、例えばナイロン又はポリアセタール等の合成樹脂製で
あるガイド部材３が装着される。
　また、窓枠取付材２の一端部（屋外側ＯＤへ向かって見た状態における右端部）には上
下方向の通孔２ａ，２ｂが形成され、ガイド部材３の一端部（右端部）には、窓枠取付材
２の通孔２ａ，２ｂに対応する位置に上下方向の通孔３ａ，３ｂが形成される。
　さらに、窓枠取付材２の他端部（屋外側ＯＤへ向かって見た状態における左端部）には
上下方向の通孔２ｃ，２ｄが形成され、ガイド部材３の他端部（左端部）には、窓枠取付
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材２の通孔２ｃ，２ｄに対応する位置に上下方向の通孔３ｃ，３ｄが形成される。
　なお、窓枠取付材２は、その左右の窓枠取付用長孔２ｅ，２ｆを利用して、図示しない
窓枠の下横枠に固定される。
【００１８】
　短アーム４は、例えばステンレス鋼製であり、その一端部の通孔４ａを窓枠取付材２及
びガイド部材３の通孔２ａ，２ｂ，３ａ，３ｂに合わせるように、ガイド部材３の図示し
ない開口部から挿入し、段付リベット７を通孔２ａ，３ａ，４ａ，３ｂ，２ｂに通して軸
端をかしめることにより、短アーム４の一端部は窓枠取付材２の一端部に垂直軸まわりに
回動可能に連結される。
【００１９】
　障子取付板５は、例えばステンレス鋼製であり、その一端部の通孔５ａと短アーム４の
他端部の通孔４ｂとを合わせ、段付リベット８を通孔５ａ，４ｂに通して軸端をかしめる
ことにより、障子取付板５の一端部は短アーム４の他端部に垂直軸まわりに回動可能に連
結される。
　なお、障子取付板５は、その長手方向の例えば３箇所に形成された障子取付用孔５ｃ，
５ｄ，５ｅを利用して、図示しない障子の下横框に固定される。
【００２０】
　長アーム６は、例えばステンレス鋼製であり、その一端部の通孔６ａと障子取付板５の
一端部の通孔５ａ及びの他端部の障子取付孔５ｅの間に位置する通孔５ｂとを合わせ、段
付リベット９を通孔６ａ、５ｂに通して軸端をかしめることにより、長アーム６の一端部
は障子取付板５の一端部と他端部との間に垂直軸まわりに回動可能に連結される。
【００２１】
　また、長アーム６は、その他端部の通孔６ｂを窓枠取付材２及びガイド部材３の通孔２
ｃ，２ｄ，３ｃ，３ｄに合わせるように、ガイド部材３の図示しない開口部から挿入し、
段付リベット１０を通孔２ｃ，３ｃ，６ｂ，３ｄ，２ｄに通して軸端をかしめることによ
り、長アーム６の他端部は窓枠取付材２の他端部に垂直軸まわりに回動可能に連結される
。
【００２２】
　以上のような構成の窓ステー１が取り付けられた縦すべり出し窓において、図１に示す
障子の全開状態に相当する位置から、障子の全閉状態に相当する位置まで、窓ステー１の
短アーム４、障子取付板５及び長アーム６を回動させる際において、窓枠取付材２の上水
平壁部２Ｕには切欠部２Ｂが、ガイド部材３には段部３Ａが、長アーム６にはその長手方
向の中間部分に折曲部６Ａが形成されていることから、窓枠取付材２及びガイド部材３と
長アーム６とが干渉しないように構成されているため、障子を窓枠内に納めた全閉状態と
することができる。
【００２３】
　次に、本発明の実施の形態に係る窓枠取付材２の形状等について説明する。
　図２に示すように、窓枠取付材２は、離間する平行壁部である上側Ｕに位置する上水平
壁部２Ｕ及び下側Ｌに位置する下水平壁部２Ｌの後端縁（両端縁）を連結壁部である後垂
直壁部２Ｒにより連結した形状をしており、上下水平壁部２Ｕ，２Ｌにより、図１に示す
ように短アーム４及び長アーム６の基端部を挟んで支持している。
【００２４】
　前述のとおり、図２（ａ）に示す上水平壁部２Ｕの切欠部２Ｂは障子を窓枠内に納めた
全閉状態とする際に長アーム６との干渉を避けるために必要なものであり、図２（ａ）に
示す上水平壁部２Ｕの通孔２ａ，２ｃ及び図２（ｂ）に示す下水平壁部２Ｌの通孔２ｂ，
２ｄはアーム４，６を軸支するために必要なものであり、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示
す下水平壁部２Ｌの通孔２ｅ，２ｆは窓枠取付材２を窓枠に取り付けるために必要なもの
である。
【００２５】
　ここで、図２（ａ）に示すように、上水平壁２Ｕに形成された切欠部２Ｂ（凹部１１Ｃ
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）に対して、該凹形状に対応させて、その下方には下水平壁２Ｌに凸部１１Ｐが形成され
る。
　また、図２（ａ）に示す上水平壁２Ｕの通孔２ａが形成されている部分を含む凸部１２
Ｐに対して、該凸形状に対応させて、その下方には図２（ｂ）に示すように下水平壁２Ｌ
に凹部１２Ｃが形成される。
　さらに、図２（ａ）に示す上水平壁２Ｕの通孔２ｃが形成されている部分を含む凸部１
３Ｐに対して、該凸形状に対応させて、その下方には図２（ｂ）に示すように下水平壁２
Ｌに凹部１３Ｃが形成される。
【００２６】
　以上のような窓枠取付材２の形状のように、上下水平壁２Ｕ，２Ｌの開き側端縁の形状
を、一方の水平壁部の開き側端縁の凹形状１１Ｃ，１２Ｃ，１３Ｃに対応させて、該凹形
状の位置に対して略上下方向（平行壁部である上下水平壁２Ｕ，２Ｌに略垂直な方向）に
位置する他方の水平壁部の開き側端縁の形状を凸形状１１Ｐ，１２Ｐ，１３Ｐとしている
ため、凹形状１１Ｃ，１２Ｃ，１３Ｃとしたことによる剛性及び強度の低下を、該凹形状
１１Ｃ，１２Ｃ，１３Ｃに対応させて形成した凸形状１１Ｐ，１２Ｐ，１３Ｐの部分が補
強するように作用し、断面略コ字状の窓枠取付材２の窓枠に沿う方向の剛性及び強度のバ
ランスを取ることができる。
　よって、断面略コ字状の窓枠取付材２に必要な剛性及び強度を効率的に確保しながら、
材料の使用量を削減することができるため、コストを低減することができる。
【００２７】
　次に、プレス加工による窓枠取付材２の製造方法について説明する。
図３の二点鎖線示すように、例えばステンレス鋼板であるプレス加工用板状素材Ｂにおけ
る窓枠取付材２，…の材料取りは、図２に示す窓枠取付材２の完成品において、上下水平
壁部２Ｕ，２Ｌ（平行壁部）及び後垂直壁部２Ｒ（連結壁部）が同一平面上に位置するよ
うに窓枠取付材２を展開した展開状態に相当する形状のものの複数を、前記凹形状１１Ｃ
，１２Ｃ，１３Ｃ内に前記凸形状１１Ｐ，１２Ｐ，１３Ｐが入るように、前後方向に並設
し、プレス加工が行える範囲で近接させている。
　そして、このように材料取りした板状素材Ｂを順送りしながら複数のプレス加工を順次
行い、該順送りプレス加工により前記展開状態の形状に打ち抜いた加工品（図４参照。）
に曲げ加工を行うことにより、断面略コ字状の窓枠取付材２（図２参照。）を製作する。
【００２８】
　以上のようなプレス加工による窓枠取付材２の製造方法によれば、順送りプレス加工に
より窓枠取付材２，…を板状素材Ｂから連続して効率的に生産することができるため、コ
ストを低減することができるとともに、前記凹形状１１Ｃ，１２Ｃ，１３Ｃ内に前記凸形
状１１Ｐ，１２Ｐ，１３Ｐが入るように、かつ、プレス加工が行える範囲で近接させた配
置とした材料取りを行うことから、順送りプレス加工を行う際の材料取りの効率が高くな
り、無駄になる材料の量を減少させることができるため、材料費の節約によりコストを低
減することができる。
【００２９】
　また、図３及び図４に示すように、板状素材Ｂの横幅Ｗと窓枠取付材２の横幅Ｗとを同
一にしているため、板状素材Ｂの左右端縁Ｂ１，Ｂ２がそのまま窓枠取付材２の左右端縁
となり、よって窓枠取付材２の左右端縁をプレス加工により切断して形成する必要がなく
なるとともに、板状素材Ｂの幅Ｗを小さくすることができるため、順送りプレス加工の効
率化及び材料費の節約によりコストをさらに低減することができる。
【００３０】
　以上の説明においては、窓枠取付材２が縦すべり出し窓用ステー１に用いられる場合に
ついて説明したが、本発明に係る窓ステー用窓枠取付材は、横すべり出し窓、内倒し窓及
び外倒し窓等の他の開き形式のサッシ窓のステーに用いることができる。
　また、窓ステー１が平面四節リンク機構からなる窓ステーである場合について説明した
が、本発明に係る窓ステー用窓枠取付材は、平面四節リンク機構からなる窓ステー以外で
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あっても使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態に係る窓枠取付材を用いた窓ステーの斜視図である。
【図２】（ａ）は窓枠取付材単体を上方から見た斜視図、（ｂ）は窓枠取付材単体を下方
から見た斜視図である。
【図３】板状素材における窓枠取付材の材料取り例を示す平面図である。
【図４】プレス加工によりその外形が板状素材から切り離された状態の窓枠取付材を示す
斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
Ｂ　板状素材
Ｂ１，Ｂ２　左右端縁
Ｗ　板状素材の幅（窓枠取付材の幅）
１　窓ステー
２　窓枠取付材
２Ａ　断面略コ字状開口部
２Ｂ　切欠部
２Ｕ　上水平壁部（平行壁部）
２Ｌ　下水平壁部（平行壁部）
２Ｒ　後垂直壁部（連結壁部）
３　ガイド部材
４　短アーム
５　障子取付板
６　長アーム
１１Ｐ，１２Ｐ，１３Ｐ　凸部（凸形状）
１１Ｃ，１２Ｃ，１３Ｃ　凹部（凹形状）
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